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  人事評価は、職員に求められる「意識・姿勢」、「能力・行動」及び「仕事の成果」とい

う要素を基本として評価項目を設定し、「能力・行動」と「仕事の成果・業績」の２つの

面から評価します。 

  人が人を正確に評価判断することは簡単なことではありませんが、公正で納得性の

高い評価のために、評価者と被評価者が信頼関係を築き、力を合わせて実現しなけ

ればなりません。 

 

  評価者体系は、人事評価において「誰が誰を評価するのか、すべきか」ということを

設定するもので、人材育成の体系（誰が誰を指導・育成するのか）でもあります。評価

者体系は、組織上の上司と部下の関係が基本となりますが、職員数や業務分担の実

態にあわせて設計されています。 

※下位の役職を兼任している場合は、上位の職が適用されます。 

８  人事評価の構成 

■評価者体系    

被評価者 1次評価者 2次評価者 調整・決定者 

課長 副町長・教育長 町長 

町長 
次長 課長 副町長・教育長 

室長・参事 課長 副町長・教育長 

課長補佐・参事 課長・次長・支所長 副町長・教育長・課長 

係長 課長補佐 課長・支所長 
副町長・教育長  

主幹～主事補 課長補佐 課長・支所長 

議会事務局長 副町長 町長 
町長 

議会事務局職員 議会事務局長 副町長 

派遣・出向職員 勤務先の上司 勤務先の課長 町長 

９  評価者体系 

仕事に取り組む姿勢 
職員に求められる意識・姿勢・能力・行動 

 
個人の重点目標・達成度 

重点目標以外の担当業務の遂行 

                 

能力評価  業績評価 

■ 職員に求められている姿勢で行動していた
か。 

■ 能力を発揮することができたか。 
 

■ 目標達成に向けて、チャレンジできたか。 

■ 仕事の成果を出すことができたか、目標を
達成できたか。 
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■評価の流れ 

  行政評価 業績評価 能力評価 

 
3月    

当 
年 
度 
上 
期 

4月 

 

5月 

 

６月 

   

 7月    

当 
年 
度 
下 
期 

10月    

 1月 

 

 

３月 

   

次 
年 
度 
上 
期 

4月    

 7月    

評価期間 

【事実の把握】 

能力評価 基準日 2/1 

人事異動  4/1 

人事異動  4/1 

評価期間 

【事実の把握】 

当年度目標設定 

①課・係目標 

②個人目標 

期首面談 

中間面談 

【目標修正】 

【進捗評価】 

次年度目標設定 

①課・係目標 

②個人目標 

期首面談 

当年度下期 

事務事業改善 

当年度 

事務事業評価 

施策評価 

前年度 

事務事業評価 

施策評価 

業績評価 基準日 2/1 

評 価 期 間 4月1日から翌年3月31日まで 【1年間】  

評価基準日 2月1日 【能力評価・業績評価ともに年1回の評価】  

※業績評価における目標設定や中間面談の目標修正では、施策評価及び事務事業評価の結

果を受けて、その方針を反映させることになります。 

1０  行政評価と人事評価との関わり 

期末面談 

【１次・２次評価】 

【評価の開示】 

必要に応じ年度末に修正

【評価の苦情相談】 

【苦情処理】 

次年度 

施策・事務事業 

企画計画・予算 

経営方針 

次年度 

経営方針 

期末面談 

【１次・２次評価】 

【評価の開示】 

必要に応じ年度末に修正 

【評価の苦情相談】 

【苦情処理】 
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1１  人事評価の流れ 

1) 「組織目標」と「業績評価（個人目標）」設定までの基本的な流れ 

3月 ■組織目標を設定  ［3月中］ 

 

 

１  課長と次長は、総合計画や関係上位計画、当初予算、緊急措置事項等から課  

 のやるべきことを把握し、「課の重点課題シート」を作成します。 

２  課長補佐は、「課の重点課題」を受け、係でやるべきことを把握し、「係の重点 

 課題シート」を作成します。  

 ■引き継ぎ  ［3月末まで］ 

 
 

１  課長・次長・課長補佐が人事異動の対象となった場合は、後任者への引継ぎ   

 を行います。  

4月 ■庁議による「課の重点課題」の確定  ［4月中旬］ 

  １  新年度開始後、庁議（所属長・特別職）により「課の重点課題」を確定します。 

 ■係の重点課題シートを課長へ提出→内容確認  ［4月下旬］ 

 
 

１  課長補佐は、新年度開始後「係の重点課題シート」を課長へ提出します。 

２  課長は課長補佐と調整を行い、必要に応じて修正・追加を指示します。  

 ■企画担当セクションへ提出  ［4月下旬］ 

 
 

１  課長は、課内の「係の重点課題シート」を取りまとめ、「課の重点課題シート」と 

 ともに、課の重点取り組みとして、企画担当セクションへ提出します。  

 ■組織目標調整会議  ［５月上旬］ 

 

 

１  課長・次長・課長補佐が「課及び係の目標」の調整を行います。 

２  「課及び係の目標」の作成後に新たに加わった町長指示事項や緊急措置事項  

 を確認し、課の横断業務の分担確認を行い、当年度の「課」と「係」の組織目標を 

 確定します。  

 ■係の目標の周知＜係内会議＞  ［５月上旬］ 

 

 

１  課長補佐は「組織目標調整会議」の結果を受け、「係の目標」を係員に分担し、  

 その結果を「係内会議」において説明し、係としての使命の明確化と共有化を図 

 ります。  

 ■組織目標の修正、周知［５月中旬］   

 

 

１  課長は、「組織目標調整会議」 

 の結果を受け、「課及び係の重 

 点課題シート」の内容を修正し、 

 企画担当セクションへ提出しま 

 す。 

２  「課及び係の重点課題シート」  

 を庁内ＬＡＮに掲示し、「課及び  

 係の目標」の共有化を図りま

す。 

 

個人目標の設定 

1 職員一人ひとりが「係の目標」を確認し、自分

の目標案を考えて「個人目標マネジメントシー

ト」を記入し、上司に提出します。 

2 上司も部下に対して期待する目標を考えます。 

3 

4 部下がシートを修正して、上司に提出します。 

5 上司が修正後のシートを確認して、2次評価者

に提出し、2次評価者がシートを確認後、人事

担当セクションに提出します。 
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  業績評価は、個人が担当する業務について、職員一人ひとりがその年の「重点目標」を設定

し、目標に向かって着実に進んでいるか管理しながら、最終的に目標の達成度を評価します。 

  個人の「目標」は、組織の「課題や目標」と合致していなければならないため、個人の「重点

目標」を設定するために、まず、組織の「目標」を設定する必要があります。 

  業績評価における組織の目標設定は、まず、町の総合計画や業務に関係する上位計画の

目標、行政評価の結果等を反映させながら、課長と次長が、「課の目標」を設定します。次に、

「課の目標」を受け、課長補佐が、係で担当する業務について、現状の問題を整理して「係の

重点課題」を抽出し、「係の目標」を設定します。 

  目標設定には、「課の重点課題シート」と「係の重点課題シート」を使用し、「課及び係の重点

課題」と「今年度中に実現すること」、「実現するための手段及び方策」等をデータ入力します。 

  「課の重点課題シート」と「係の重点課題シート」をプリントアウトし、課長・次長・課長補佐が押

印した原本を、企画担当セクションで保管します。 

  「課及び係の目標」の確定により、その年に課及び係として「やらなければならないこと」が明

確になります。「課及び係の目標」を達成するために、 を行い、

「個人目標マネジメントシート」を使用して、その年に「やるべきこと、やりたいこと」を「重点目標」

として設定します。 

[1] 個人が担当する業務の中から、３つを基準に今年度特に重要な業務・課題を選定し、次 

   の要素に留意して「重点目標」を定義します。 

[2] 「重点目標」以外の担当業務については、「業務名・取り組み課題・テーマ等」を別枠で表 

   記し、評価の対象とします。 

［3］ 「重要目標」、「重要目標」以外の担当業務で「重要度（ウエイト）」を設定し、その合計が 

   １００になるようにします。 

※  個人目標を設定する際、重要なのは、自己評価者と1次評価者が「面談」を実施し、お互 

  いが納得したうえで個人の職位に応じた「役割」と「分担」を明確にすることです。    

   業務が計画に沿い進んでいるか等、進捗状況確認のため「中間面談」を実施します。 

[1] 「個人目標マネジメントシート」を使用して、自己評価者が進捗状況を「自己申告」し、1次 

   評価者が自己評価者に「アドバイス」します。 

 

2)  業績評価の流れ 

(1) 評価の方法・手順 

(2) 組織の目標を設定（３月～４月） 

(3) 課及び係の重点課題シートについて（４月～５月） 

(4) 個人目標を設定（５月） 

留意する要素 ①何を ②いつまでに ③どの程度 ④どのように  

(5) 中間面談を実施（１０月～11月） 
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［２］ 妥当な理由にもとづいて「重点目標」を追加・修正した場合は、「中間面談」で確認しま  

   す。「個人目標マネジメントシート」を使用し、「重点目標」ごとに達成度を評価します。 

[1] 評価は5段階で、シートの自己評価欄に「5～1の評

価記号」を用いて「達成度」を自己評価します。 

［2］ 「重点目標」ごとに「成果・実績」を振り返り、コメントを 

   記述します。 

［3］ 「重点目標」以外の担当業務については、職位に期  

   待される水準にもとづいて評価します。 

    「個人目標マネジメントシート」を使用し、「重点目標」 

   ごとに達成度を評価します。 

  業務が計画どおりに進捗され、どのような状態にあるか

などの確認のため「期末面談」を実施します。  

[1] 被評価者から自分の振り返りについて、１次評価者 

   に説明します。 

［2］ １次評価者は、被評価者の説明を聴いた後に、目標  

   の実績・結果に関する認識と目標を達成するまでのプ 

   ロセスにおいて「良かった点・誉めるべき点」、問題と 

   原因・指導すべき点など今後の課題・アドバイス等を 

   伝えて下さい。  

 

[1] 評価は5段階で、シートの1次・2次評価欄に「5～1の評価記号」を用いて「達成度」を評価 

   します。 

［2］ 「重点目標」ごとに「評価理由」を記述します。 

［3］ 「重点目標」以外の担当業務については、職位に期待される水準にもとづいて評価しま 

   す。 

［4］ 2次評価者が、1次評価者の評価結果を修正した場合は、「修正理由」を記述します。 

  「個人目標マネジメントシート」を使用し、「重点目標」と「評価結果」等をデータ入力します。 

  「個人目標マネジメントシート」をプリントアウトし、自己評価者・1次・2次評価者が押印した原

本を、人事担当セクションで保管します。 

※個人目標マネジメントシートは、添付資料の【様式１】を参照してください。 

 

 

 

 

 

(6) 自己評価 ～ 達成度段階・尺度（２月） 

■自己評価の達成度段階と尺度 

■1次・2次評価の達成度段階と尺度 

達成度 

段階 
尺度 ～ 評価の意味 

5 目標を上回った 

4 目標を少し上回った 

3 目標どおりだった 

2 目標を少し下回った 

1 目標を下回った 

※「重点目標」以外の担当業務を評価するときは、「目
標」を「職位に期待される水準」と読み替えてください。 

(８) 1次・2次評価 ～ 達成度段階・尺度 

(7) 期末面談を実施（２月～３月） 

(９) 個人目標マネジメントシートについて 
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［1］ 自己評価→面談・1次評価→2次評価の順に、評価シートに「評価記号」を用いて評価を  

   行います。また、評価した理由に「コメント」を添えて、上司と部下が面談することで、「自己を 

   振り返る機会」と「部下にアドバイスする機会」を創出します。 

［2］ 評価項目は、「能力・行動」面と「勤務態度・姿勢」面の2つに分類され、評価項目の構成 

   は、「評価項目」→「定義」→「着眼点」となっています。 

          ［３］ 「定義」レベルで評価し、着眼点は評価視点として扱います。 

          ■ 着眼点は、評価項目の定義に沿った行動・姿勢の中で、「特に職員に求められているこ 

            と」になるため、着眼点では網羅できない行動でも定義にあった行動は評価対象とします。 

          ■ 共通の着眼点に基づいて、各職場で該当する事実を当てはめて、自己評価と上司の評 

            価を行います。 

［4］ 評価の基準は、本人に対する期待ではなく、組織としてその「役職」に期待する水準を基

準とし、それに対して本人がどれくらいかという判断を行います。 

■評価の手順 

[1] 能力評価シートを使用し、評価項目の 

    定義に沿って項目ごとに評価します。 

［２］ 評価は５段階で、シートの自己評価欄 

    に「ＳS～C」の評価段階を用いて自己 

    評価します。 

［3］項目ごとに「振り返りコメント」を記述しま 

   す。 

  評価者体系にある評価者が、対象職員 

を1次・2次評価します。 

■評価の手順 

［1］ 能力評価シートを使用し、評価項目の 

   定義に沿って項目ごとに評価します。 

［2］ 評価は５段階で、シートの1次・2次評価 

   欄に「ＳS～C」の評価段階を用いて評価 

   します。 

［3］ 項目ごとに「評価理由」を記述します。 

［4］ 項目ごとの評価結果を踏まえて、総合評価を記述します。 

   能力評価シートは、「能力・態度・勤務姿勢」に分かれており、一枚のシートにそれぞれ、 

「項目別評価」と「総合評価」をデータ入力します。 

※総合評価の記述は、1次・2次評価者のみです。 

  被評価者及び評価者が面談後、評価を行い記入した原本（評価結果が入力されたシート）

をプリントアウトし、人事担当セクションで保管します。 

※能力評価シートは、添付資料の【様式２】～【様式７】を参照してください。 

３)  能力評価の流れ 

(1) 評価の方法・手順 

(2) 自己評価 ～ 評価段階・尺度（２月） ■自己評価の評価段階と尺度 

評価 

段階 
尺度 ～ 評価の意味 

SS 特に優れている 

Ｓ 優れている 

Ａ 十分できている 

Ｂ できていない点がある 

Ｃ できていない 

(3) 1次・2次評価 ～ 評価段階・尺度（２～３月） 
■1次・2次評価の評価段階と尺度 

評価 

段階 
尺度 ～ 評価の意味 

ＳＳ 特に優れている 

Ｓ 優れている 

Ａ 十分できている 

Ｂ できていない点がある 

Ｃ できていない 

(4) 能力評価シートについて 
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1４  人事評価の苦情への対応 

 [１] 人事評価に関する職員の苦情について 

    評価結果に不満を持つと評価制度を不必要と考えたり、さらには仕事への意欲低下を招きかねません。 

  まず人事評価について、疑義を持った場合は、所属の主管課長に申し出て下さい。（苦情相談） 

  評価者・被評価者、相対で十分話し合った結果でも、解決されなかった場合は、総務課人事係に申し

出て下さい。申出内容について、対応させて頂きます。（苦情処理） 

 [２] 人事評価に関する苦情相談の例 

  ・ 評価者が面談をしてくれない。 

・ 無理な目標を押しつけられた。 

・ 指導助言が不十分。 

・ 評価結果が低い。 

・ 評価結果が返ってこない。    etc.…   

 [３] 人事評価に関する苦情処理 

  ・ 苦情相談でも解決されなかった内容は、苦情処理として申し出てください。 

  苦情処理は、当該評価期間につき１回限り受け付けます。 

・ 苦情処理の申し出は、人事評価結果が開示された日又は苦情相談の結果の教示を受けた日から 

  １週間以内とします。 

 [４] その他の留意事項 

  ・ 不利益取扱いの禁止について 

   職員が苦情を申し出たこと、苦情処理に関する調査に協力したこと等に起因して、職場において 

  不利益な取扱いを受けることがないよう、配慮して下さい。  

・ 秘密の保持 

  職員からの苦情相談や苦情処理に関わった職員は、その申し出の事実や内容について、口外しな 

 いで下さい。 

  苦情処理に関する調査を実施する場合、関係者に確認する内容等を事前に申出者から了解を得て 

 から行って下さい。  

  当該関係者も秘密の保持に努めて下さい。 
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4 5 6 7   9 10 11 12 1 2 3 

1５  年間作業スケジュール 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

4月 7月 10月 1月 

管
理
職 

■年間スケジュール 

労
務
職 

  【業績評価】 
→課・係の 
  重点課題 
→個人目標設定 
→期首面談 

  【業績評価】 
→個人目標 
  設定 
→【課長補佐】  
  との期首 
  面談 

  【業績評価】 
→【部下】との 
  期首面談 

  【業績評価】 
 
→中間面談 
  目標の修正 

  【業績評価】 
→【部下】との 
  中間面談・ 
  目標の修正 

  【能力評価】 
  【業績評価】 
 
   自己評価 
→期末面談 
→1・2次評価 
→評価開示 
→苦情相談 
→苦情処理 

  【能力評価】 
  【業績評価】 
   自己評価 
 →期末面談 
 →１・２次評価 
 →評価開示 
 →苦情相談 
 →苦情処理 

【能力評価】 
【業績評価】 
 評価者研修 
（下期） 

人事評価制度の年間スケジュールは次のとおりです。   

一
般
職 

    【業績評価】 
 
→【課長補佐】 
  との中間面 
  談 ・ 目標の 
  修正 

   【能力評価】 
   【業績評価】 
 
    自己評価 
→ 期末面談 
→1・2次評価 
→ 評価開示 
→苦情相談 
→苦情処理 

【能力評価】 
【業績評価】 
 評価者研修 
（上期） 

【能力評価】 
【業績評価】 
 評価研修 
（上期） 

【能力評価】 
【業績評価】 
 評価研修 
（下期） 
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